




令和４年９月８日 

近 畿 税 理 士 会 

情 報 シ ス テ ム 部 

 

「業務デジタル化相談室」の開設について 
 

近畿税理士会では、会員の業務の ICT化をサポートする「業務デジタル化相談室」を、

「電話相談」又は「ウェブ相談」により、次のとおり開設します。 

開設期間：令和４年９月 15日（木）から令和４年 12月１日（木）の毎週木曜日 

相談内容：業務の ICT化（電子帳簿等保存制度、税理士事務所のセキュリティ対策、 

ペーパーレス化等） 

※電子申告（開始手続や e-Taxソフトの設定等）や ICカードリーダライタの

設定、基本的な PCの操作方法等は対象外です。 

 

電子帳簿等保存制度や税理士事務所の ICT化等に関する資料を掲載して

おりますので、併せてご活用ください。 

申込方法：専用受付フォームで受付 

※相談内容及び自己の見解等を記載し送信してください（裏面参照）。 

回答方法：電話又はウェブにより回答します。 

対 象 者：本会会員に限る。 

 

○相談室の相談は、利用者の判断の助言・情報提供を行うもので、回答について最終的な責任

は負いかねます。 

○書面による回答及び事案にかかる書類の作成は行いません。 

○相談員の氏名の公開は、差し控えさせていただいております。 

○相談の内容によっては、本会マルチメディア研修会や e-Taxヘルプデスク等のご案内、必要

資料のご提供等に代えさせていただく場合があります。 

○相談員の事務所等へのお問い合わせは、固くお断りします。 

○相談時間は、概ね 30分以内でお願いしております。 

自己解決のために 

業務の ICT化の疑問点の解決にあたっては、下記のホームページ等もご活用ください。 

・近畿税理士会会員専用 HP：税理士会の新着情報各種様式や本会作成の冊子等を掲載 

・e-TaxHP：e-Taxソフトのマニュアルやよくある質問等を掲載 

・IPA（情報処理推進機構）HP：情報セキュリティに関する最新情報や冊子等を掲載 

「業務デジタル化相談室」ご利用にあたっての留意点 

「業務の ICT化に関する FAQ」 



 

ご利用のご案内 
 

Step１ 利用申し込み 

（１）「利用申込書」にアクセスします。ＱＲコード又は「会員専用ホームページ」＞「実務上

の疑問点の解決のために」＞「電子申告に関する資料」＞「業務デジタル化相談室 利用申

込」をクリックします。 

（２）「利用申込」（専用フォーム）に相談内容及び自己の見解等を入力し、｢送信｣をクリック

します。 

 

Step２ 相談日の決定 

相談日等が決まりましたら、事務局よりメールにてご連絡します。 

※原則、申込日２日以内(祝祭日除く)に事務局からご連絡いたします。返答がない場合には、専

用フォーム又はメールの不具合にて送信ができていない場合がございますので、事務局までご

連絡ください。 

※受付状況・相談内容等により、回答までお時間をいただく場合があります。 

Step３ 相談の実施（お電話又はウェブ） 

（１）指定した相談日にお電話又はウェブ※により相談を行います（当日申込受付不可）。 

（２）相談実施方法は次のとおり。 

電 話 相 談：事務局から連絡があった相談日時になりましたら、事前にお知らせした電話番

号にご連絡願います。 

ウェブ相談：事務局から連絡があった相談日時になりましたら、メールにてご連絡した URL

にアクセス願います。 

（３）相談員につながりますので、ご相談ください。 

※ウェブ相談は、Zoomを使用します（Zoomとは、パソコンやスマートフォンを使って、

セミナーやミーティングをオンラインで開催する仕組みです）。 

※使用するパソコンまたはスマートフォンの「マイク」、「スピーカー」、「カメラ」の

設定を確認ください。 

https://tayori.com/f/ict-kinzeisoudan/
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